
（令和６年２月号） 

 

◆発行：田辺市大塔公民館 

〒646－1192 和歌山県田辺市鮎川2567－1 

TEL：48－0212 FAX：48－0466 

館長：髙根 昌史  主事：鳥越 健太 

令和５年１２月末現在 

世帯数 １，２２０世帯 

人 口 ２，２６７人 

（男） １，０７８人 

（女） １，１８９人 

三川・富里囲碁ボール大会 参加者募集！ 

 大塔公民館では、下記の通り「おおとう生涯学習フェス

タ」を開催します！ 

 詳細は、別紙配布チラシにてご確認ください。 

 皆様お誘いあわせの上、ご参加・ご来場ください。 

【日 程】 令和６年２月１５日（木） 

         ～２月１８日（日）まで 

【場 所】 大塔総合文化会館 

 お問合せ先  大塔公民館  TEL ４８－０２１２ 

 申込み・問合せ先  大塔公民館  TEL ４８－０２１２ 

これであなたも 

地域の方を講師にお招きし、スマホ講座を開講します。 

少人数の講座でゆっくり学べますので、お気軽にご予約ください！（２講座同時申込み可） 

※講座中にご自身のスマホで通信をした場合の通信料は自己負担となります。 

スマホ基本編 LINE基本編 
  2 月 26 日(月) 30 時 13 分～ 

●スマホとは 

●マナーモードにする方法 

●写真の撮り方         など 

●LINE操作の基本 

●友達登録の仕方 

●メッセージ・写真の送り方  など 

 

  2 月 26 日(月) 時 15 00 分～ 

以下は各講座共通です。 

 場    所：大塔総合文化会館 2階成人教室 

 講義時間：１時間程度 

 定    員：６人程度（先着順） 

 申込期間：２月1３日（火）～２２日（木）まで 

申込み 大塔公民館 （TEL:48ー0212） 

❖日 程  3月3日（日） 午後1時30分～ 

❖場 所  三川小学校体育館 

❖対 象  小学生以上

（三川地区に在住・在勤等の方） 

❖申込期限 2月28日（水）まで 

❖その他  屋内競技のため、雨天でも開催 

します。  

❖日 程  3月10日（日） 午後1時30分～ 

❖場 所  富里体育館 

❖対 象  小学生以上

（富里地区に在住・在勤等の方） 

❖申込期限 3月6日（水）まで 

❖その他  屋内競技のため、雨天でも開催 

します。  

三川囲碁ボール大会 富里囲碁ボール大会 

 
１５日（木）、１６日（金） 

 作品展示会・写真展 

１７日（土） 

 作品展示会・写真展 

 アニメ映画会 

 （ザ・スーパーマリオブラザーズ 

  ・ムービー） 

 絵本の読み聞かせ会 

 子ども将棋交流会 

 体験教室（ミニピタゴラ装置を作ろう） 

１８日（日） 

 人権映画会（ジョバンニの島） 

囲碁ボールは、碁盤のようなマス目が書かれたマットの上で、スティックで白と黒のボールを打って転が

し、五目並べのようにボールを並べて競う競技です。チーム分けは事務局で行うので、お一人からでも参

加可能です。はじめての方でも簡単にプレーできますので、お気軽にご参加ください！ 

 令和６年度（R６年４月～R７年３月）の体育施設の夜間貸出について、学校体育施設（スポーツ開放）

及び、それに準ずる施設において、下記の通り団体登録による貸出の受付を行います。 

 利用を希望される団体におかれましては、「利用団体登録」を行っていただき、その後「利用希望票」に

よる利用申請を行ってください。利用団体が多数の場合、抽選等による調整を行う場合があります。 

  ❖対象施設 

１.鮎川小学校体育館 ２.大塔体育館 ３.富里体育館 ４.大塔武道館 

❖スポーツ開放で施設を利用できる団体 

・田辺市に在住・在勤または在学する者が１０人以上の団体を組織し、 

 かつ利用責任者が含まれること 

・利用責任者が成人している者であること 

・事前に「団体登録」を済ませている団体であること 

❖団体登録及び希望票の受付期間   令和６年２月１３日（火）～２月２９日（木） 

 申込み・問合せ先  大塔公民館  TEL ４８－０２１２ 



（令和６年２月号） 

 

運行日 地域 巡回地区 場 所 予定時間 

２月８日 

（木曜日） 

富里 
平瀬 歴史民俗資料館 11：00 ～ 11：20 

下川下 富里福祉センター 11：30 ～ 12：00 

向山 三川福祉センター 13：10 ～ 13：40 
三川 

合川 三川連絡所 13：50 ～ 14：20 

 2月の「べんけい3世号」の運行は下記のとおりです。多くの皆様のご利用をお待ちしております。 

 日時：2月17日（土）午前１1時0０分～ 

 場所：図書館大塔分室(大塔行政局３階) 

 読み聞かせ会のご案内 

開館日カレンダー 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29   

図  書  名 著 者 等 

いろんないきものかぞくのカタチ 澤口 たまみ 

たんじょう日をとりもどせ！ 井上 よう子 

マーガレットとまいごのユニコーン 
ブライオニー・

メイ・スミス 

は休館日 

―２月― ※午前9時～午後5時まで 
新刊図書コーナー 

図  書  名 著 者 等 

わたしに会いたい 西 加奈子 

思い出の屑籠 佐藤 愛子 

苺飴には毒がある 砂村 かいり 

【児童書】 

【一般書】 

 申告は、市民税・県民税の算定や各種行政サービス（国民健康保険税の算定、児童扶養手当の受給、幼稚園・保育所

の入所、公営住宅の入居等）を受ける際の基礎となるものです。 

 申告期間は、2月16日（金）～3月15日（金）（土、日、祝を除く。）です。 

 申告の際は、下記の申告時に必要なものをお持ちの上、住民福祉課へお越しください。 

 また、下記の日程で休日申告受付及び出張申告受付を開催いたします。 

■申告時に必要なもの 

  番号確認書類 本人確認書類 

 マイナンバーカード 

（個人番号カード）

がある場合 

 ○マイナンバーカード（裏面）   ○マイナンバーカード（表面） 

 マイナンバーカード

（個人番号カード）

がない場合 

 下記のうち１点 

 ○通知カード 

 ○住民票の写し（マイナン 

  バーの記載があるもの） 

 ○住民票記載事項証明書 

 （マイナンバーの記載があるもの） 

  顔写真付のものは下記のうち１点 

 ○運転免許証、パスポート等 

  顔写真付でないものは下記のうち２点 

 ○公的医療保険の被保険者証、年金手帳、 

  国税・地方税・社会保険料・公共料金の 

  領収書等 

 ⑨代理で申告される場合は、納税義務者本人のマイナンバーが確認できる書類（写しでも可） 

  代理人の本人確認書類・委任状が必要となります。 

【休日受付日程】 

受付日 受付時間 受付会場 

2月1７日（土） 午前9時00分～正午 大塔行政局 

2月2４日（土） 
午前9時00分～正午 富里連絡所 

午後2時00分～午後3時30分 三川連絡所 

   【問合せ】 大塔行政局住民福祉課 住民係 ☎ 0739-48-0301（平日 8：30～17：15） 

 近くにいる人が認知症になったとき、どのように接すればよいのでしょうか。豊富な経験から、事例を通

して接し方を中心に、がんばりすぎない介護についてお話していただきます。 

 現在介護している方はもちろんのこと、今後を考える機会としてぜひご参加ください。 

日  時：令和６年３月８日（金） 午後１時３０分～３時まで 

場  所：大塔総合文化会館 １階 大会議室 

講  師：社会福祉法人喜成会 高齢者総合福祉センターみらい 

     センター長  長森 秀尊 氏（和歌山県認知症介護指導者） 

定  員：３０名（先着順） 

申込期限：令和６年３月６日（水）までにお申し込みください 

お申し込み先・お問合せ先：大塔行政局 住民福祉課 ☎ 0739-48-0301（平日 8：30～17：15） 

いつも図書館大塔分室をご利用いただきありがとうございます。この度、図書システムの更新のため、次のとお

り利用に制限がかかります。ご理解いただきますようお願いいたします。 

・2月20日（火）から2月29日（木）まで、図書等の貸出しはできません。（従来の手書きによる貸出しもでき

ません。返却は、返却ボックスをご利用ください。分室内での図書等の閲覧・学習席の利用は可能です。） 

・2月20日（火）午前0時から3月1日（金）午前9時まで、インターネットを通じての蔵書検索・予約等の図書

システムがご利用いただけません。また、分室カウンターや電話での蔵書検索・予約等もできません。  

・長期間ご利用いただけずご不便をおかけするため、次の期間における貸出しにつきましては、返却期限を2週間

→3週間、貸出冊数を5冊まで→7冊まで（雑誌は従来どおり5冊まで）に変更いたしますのでご利用ください。  

返却期限・貸出冊数変更期間：2月6日（火）～2月18日（日）（分室は2月6日（火）～2月19日（月） ） 

は下記の利用制限があります 

・図書の閲覧、学習席の利用は可 

・図書の貸出し、検索、予約は不可 

ご不便おかけします 

①申告書（自宅に送付されていない方は、申告会場に用意してあります。） 

②源泉徴収票（無い場合は、給与明細など収入の内容がわかるもの） 

③生命保険料・地震保険料の控除証明書（保険会社から発行された証明書） 

④社会保険料の確認書・領収書等（国民年金は日本年金機構が発行した証明書等） 

⑤医療費控除の明細書（医療費通知により、明細の記載を省略する場合には、医療費通知の原本の添付が必要です。） 

⑥配偶者特別控除を受けようとする人は、配偶者の収入のわかるもの 

⑦営業などの事業所得や不動産所得の申告をする人は、収入・経費の明細書 

⑧マイナンバー（個人番号）と本人確認ができる書類 


